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○
消
防
庁
告
示
第
四
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す

る
同
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
九
号
（
消
防
法
施
行
規
則
第

四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
防
災
管
理
の
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

消
防
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
に

規
定
す
る
報
告
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
九
号
別
記
様

式
第
一
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。




